
資料２－３ 補足 

 

○講師謝礼基準 

講師区分 
1 時間当たり単価（所得税及び

復興特別所得税を含まない） 

大学教員 

教授・准教授 8,000～12,000 円 

講師・助教・助手 4,000～6,000 円 

コンサルタント（研修の講師を主たる職業とする場合等を言う） 10,000～20,000 円 

官公庁職員 

本省 6,000～8,000 円 

都道府県 

4,000～6,000 円 

本省の出先機関 

学識経験者 8,000～15,000 円 

民間企業（「コンタルタント」に該当する場合を除く） 5,000～12,000 円 

その他 2,000～10,000 円 

上記の区分に関わらず、その実績が特に評価され著名である者 30,000～50,000 円 

 



資料２ー３ 補足

事業規模

（対象事業費）

助成率（5割）

上限額100万

助成額（8割）

上限額50万
100,000 -

125,000 100,000

142,857 114,286

200,000 160,000

300,000 240,000

400,000 320,000

500,000 400,000

600,000 480,000

700,000 500,000

800,000 500,000

900,000 500,000

1,000,000 500,000

1,000,001 500,000

1,000,002 500,001

1,100,000 550,000

1,200,000 600,000

1,300,000 650,000

1,400,000 700,000

1,500,000 750,000

1,600,000 800,000

1,700,000 850,000

1,800,000 900,000

1,900,000 950,000

2,000,000 1,000,000

対象事業費で線引きをして判断

◆100万以上の事業費の場合、助成額上限（50万）に

達してしまい、助成率8割の恩恵を受けられない

◆同じ分野助成の中で助成率（5割・8割）が異なると

管理上難しい（手入力で管理）


